
総社市介護保険サービス等事故報告事務取扱要領 

（趣旨） 

第１ この要領は，介護サービス等の提供に係る事故防止に資することを目的とし，介護保険指定居宅

（介護予防）サービス，介護保険地域密着型（介護予防）サービス，介護保険施設等及び介護予防・

日常生活支援総合事業の運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号，第３８号，第３９号，第

４０号及び第４１号。平成１８年厚生労働省令第３４号，第３５号，第３６号及び第３７号。平成２

８年総社市規則第４５号，４６号，４７号及び４８号。総社市介護予防・日常生活支援総合事業実施

要領第２５条。以下「運営基準」という。）に基づき，介護保険サービス等事業者（以下「事業者」

という。）が総社市（以下「保険者」という。）の介護保険被保険者を対象として介護サービス等を提

供中に事故が発生した場合の報告事務手続きについて定めるものとする。 

 

（事故の範囲） 

第２ 事業者が保険者へ報告する事故は，次の各号に掲げる場合とする。 

（１）サービス提供中に，利用者が死亡又は負傷，失踪した場合 

ア 「サービス提供中」とは，送迎中も含め，サービスを提供している時間帯を通してすべて含まれ

るものとする。短期入所サービス，特定施設入所者生活介護，認知症対応型共同生活介護，介護保

険施設サービスにおいては，入所から退所までを「サービス提供中」とする。 

 イ 「死亡」とは，事故死亡をさし，病気死亡は報告対象外とする。 

 ウ 「負傷」とは，通院入院を問わず医師の保険診療を要したもの。但し，通院の場合においては，

加療を要しないものを除く。 

 エ 「失踪」とは，サービス提供中に，利用者の所在が不明となった場合。（警察への捜索願の有無

に関わらない。） 

（２）施設等における感染防止の観点から対策が必要な疾患であって，インフルエンザ，感染性胃腸炎

などの五類定点報告疾患や結核及び疥癬の発生が認められた場合 

（３）従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの 

（４）誤薬（違う薬を与薬，時間や量の誤り，与薬もれ等）が発生した場合 

（５）火災，震災，風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等 

（６）その他，家族から苦情が出ている場合など，保険者が必要と認める場合 

 

（報告） 

第３ 事業者は，第２に定める事故が発生した場合，介護保険事業者・事故報告書（以下「報告様式」

という。）により，出来る限り速やかに（事故発生後３日以内）第１報を総社市長寿介護課に行う

こと。第１報には，事故の概要までを記入し，提出（ファックス・電子メール可）すること。ま

た，居宅サービス事業者（地域密着型通所介護事業者を含む）及び第１号事業者においては，居

宅介護支援事業者（指定介護予防支援事業者又は地域包括支援センター）にも同様の報告書を提

出すること。 

     なお，死亡事故，失踪事故及び利用者(家族)の苦情を伴っている事故等，報告の緊急性の高い

ものについては，電話等により事故等発生の連絡を行い，その後速やかに報告書を提出すること。 

２ 感染症の集団発生が疑われる場合には，速やかに管轄保健所に連絡すること。 

３ 事業者は，第１報後，概ね２週間以内に，報告様式により，総社市長寿介護課へ第２報を行うこと。

第２報は，第１報後の対応・経過，及び事故の原因・再発防止に関する今後の対応・方針までを記入

し，提出すること。 

なお，第２報の時点で，当該事故が完結していない場合には，その時点での進捗状況や完結の見込

みなどを今後の対応・方針欄に記載すること。その後の事故処理が長期化する場合は，適宜，途中経



過を報告するとともに，事故処理が完了した時点で，最終報告書を提出すること。 

４ 事業者は，第２報時に，必要に応じて市から求められた資料を提出すること。 

５ 利用者が病気等により死亡した場合であっても，死因等に疑義が生じる可能性のあるときは，報告

すること。 

６ 利用者が，事故発生から，ある程度の期間を経て死亡した場合は，事業者は速やかに，連絡若しく

は報告書を再提出すること。 

７ ファックス送信により報告を行う場合は，誤送防止のため，事前に総社市長寿介護課へ電話連絡を

入れた後に送信を行うこと。 

 

（県への報告） 

第３－２ 保険者への報告手順に準じて，県（所管県民局健康福祉部）への事故報告を行うこと。（介護

保険地域密着型（介護予防）サービス及び第１号事業を除く。） 

 

（公表等） 

第４ 保険者は，事故報告を取りまとめ，事故防止に資するものとする。 

２ 保険者は，事業者が運営基準に違反し，次の各号の一つに該当するときは，事業所名及び事故内容

について公表することができるものとする。 

（１）事業者が事故発生を隠匿していた場合 

（２）事業者が事故の再発防止策に取り組まない場合 

（３）その他利用者保護のため，保険者が必要と認めた場合 

 

附 則 

この要領は，平成１７年３月２２日から施行する。 

 附 則 

この要領は，平成１８年１２月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は，平成２０年１０月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は，平成２２年１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２９年４月１日から施行する。 

 


